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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

投
資
の
促
進
及
び
保
護
に
関
す
る
日
本
国
と
パ
キ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い

て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
第
百
五
十
一
回
国
会
閣
条
第
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

こ
の
協
定
は
、
我
が
国
と
パ
キ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
と
の
間
の
経
済
的
協
力
を
強
化
し
、
か
つ
、
投
資
の
促
進
及
び

保
護
を
通
じ
て
両
国
間
に
お
け
る
資
本
及
び
技
術
の
交
流
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
一
九
九
八
年
（
平
成
十
年
）
三

月
十
日
に
東
京
で
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
十
四
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
協
定
の
不
可
分
の
一

部
を
成
す
議
定
書
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
投
資
家
は
、
投
資
の
許
可
及
び
投
資
の
許
可
に
関
連
す
る
事
項
に
関
し
、
最
恵
国
待
遇
が
与
え
ら
れ
る
。

二
、
投
資
家
は
、
投
資
財
産
、
収
益
及
び
投
資
に
関
連
す
る
事
業
活
動
に
関
し
、
最
恵
国
待
遇
及
び
内
国
民
待
遇
が
与
え
ら
れ

る
。

三
、
投
資
家
は
、
裁
判
を
受
け
及
び
行
政
機
関
に
対
し
て
申
立
て
を
す
る
権
利
に
関
し
、
内
国
民
待
遇
及
び
最
恵
国
待
遇
が
与

え
ら
れ
る
。

四
、
投
資
家
の
投
資
財
産
及
び
収
益
は
不
断
の
保
護
及
び
保
障
を
受
け
、
公
共
の
た
め
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
を
除
き
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収
用
、
国
有
化
等
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
投
資
家
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
、
内
国
民
待
遇
及
び
最
恵
国
待
遇
が

与
え
ら
れ
る
。

五
、
投
資
家
は
、
敵
対
行
為
の
発
生
等
に
よ
る
投
資
財
産
、
収
益
等
に
対
す
る
損
害
に
関
連
し
て
と
ら
れ
る
措
置
に
関
し
、
内

国
民
待
遇
及
び
最
恵
国
待
遇
が
与
え
ら
れ
る
。

六
、
締
約
国
又
は
そ
の
指
定
す
る
機
関
に
よ
る
保
険
契
約
等
に
基
づ
く
請
求
権
等
の
代
位
を
承
認
す
る
。

七
、
投
資
家
は
、
両
締
約
国
間
及
び
自
国
と
第
三
国
と
の
間
の
送
金
等
の
自
由
を
保
証
さ
れ
る
。

八
、
投
資
か
ら
生
ず
る
一
方
の
締
約
国
と
他
方
の
締
約
国
の
投
資
家
と
の
間
の
法
律
上
の
紛
争
が
友
好
的
な
協
議
に
よ
り
解
決

さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
紛
争
は
、
投
資
家
の
要
請
に
基
づ
き
、
投
資
紛
争
解
決
条
約
の
規
定
に
従
い
調
停
又
は
仲
裁
に

付
託
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
協
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
両
締
約
国
間
の
紛
争
は
、
仲
裁
委
員
会
に
付
託
さ
れ
る
。

九
、
こ
の
協
定
は
、
発
効
後
十
年
間
効
力
を
有
し
、
そ
の
後
は
、
一
年
前
の
書
面
に
よ
る
予
告
に
よ
り
終
了
す
る
時
ま
で
引
き

続
き
効
力
を
有
す
る
。


